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●
適
用
期
間

新
た
に
固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）が
課
せ
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
年
度
か
ら
３
年
度
分

適
用
期
限
を
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
延
長（
平
成

28
年
３
月
31
日
ま
で
を
２
年
間
延
長
）

●
根
拠
法
令

・
地
方
税
法
附
則
第
15
条
第
33
項

・
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
６
条
第
58
項

錦津保育園の立て替え
健康福祉課　子育支援係（保健センター内）

　☎内線2560

町では現在、錦津保育園の建て替
えを進めています。建設用地は、現
在の錦津保育園の南西部で町道伊岐
津志・野上線沿いの農地です。

耐震診断の結果を踏まえ、園児や
保護者のみなさまに安全で安心して
通園していただけるように、一日で
も早い完成を目指しております。

開園までのスケジュールは下記の
とおりですが、あくまでも予定で変
更することがあります。

次世代を担う子どもたちが地域の
みなさまとともに健やかに育つこと
ができるよう、錦津保育園を整備し
ます。

■スケジュール　　
平成28年10月～平成29年3月　実施設計
平成29年 5月～平成30年中頃

敷地造成工事・建築工事

再生可能エネルギー発電設備に係る
固定資産税の課税および軽減措置

1階　町民課　資産税係　☎内線2119

取　得　時　期 条　　　　　　　件 償却資産申告時の添付書類

①
平成24年5月29日

～
平成28年3月31日

(1) 固定価格買取制度の認定を受け
て取得した再生可能エネルギー
発電設備（蓄電装置、変電設備、
送電設備を含む)であること。

(2) 認定通知書に記載されている
「発電出力」が10キロワット以上
の太陽光発電設備であること。

(1) 経済産業省が発行する『再
生可能エネルギー発電設
備の認定通知書』の写し

(2) 電気事業者と締結してい
る『特定契約書』

②
平成28年4月1日

～
平成30年3月31日

(1) 固定価格買取制度の認定を受け
ていない再生可能エネルギー発
電設備であること。

(2) 再生可能エネルギー事業者支援
事業費に係る補助を受けて取得
した、自家消費型太陽光発電設
備等であること。

再生可能エネルギー事業者
支援事業費に係る補助を受
けていることがわかる書類

（一般社団法人環境共創イニシア

チブが発行する「再生可能エネル

ギー事業者支援事業補助金交付決

定通知書」の写し）

表２　軽減措置にかかる条件

設置者
10kw以上の太陽光発電設備

（余剰売電・全量売電）
10kw未満の太陽光発電設備

（余剰売電）

個人

家屋の屋根、空き地などに経済産
業省の認定を受けた太陽光発電設
備を設置して発電量の全量、また
は余剰を売電する場合は売電する
ための事業用資産となり、発電に
係る設備は課税の対象となります。

売電するための事業用資産
とはなりませんので、償却
資産としては課税の対象外
となります。

個人
（事業用）

個人であっても事業の用に供している資産については、発電出
力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産として課
税の対象となります。

法人
事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全
量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象と
なります。

表１　設置者および発電規模別の課税区分一覧

１
．固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）の
課
税
に
つ
い
て

太
陽
光
パ
ネ
ル
を
設
置
し
て
売
電
す
る
場
合
に
は
、
表
１「
設
置
者

お
よ
び
発
電
規
模
別
の
課
税
区
分
一
覧
」に
よ
り
、
太
陽
光
パ
ネ
ル
等

の
設
備
は
固
定
資
産
税(

償
却
資
産)

の
申
告
対
象
と
な
り
ま
す
。 

※ 

償
却
資
産
と
は
、
個
人
ま
た
は
法
人
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
機
械
装
置
・
運
搬
具
・
器
具
備
品
等
の
事
業
用
資
産
を
い
い
ま
す
。
毎

年
１
月
末
ま
で
に
申
告
が
必
要
で
す
。

※ 

太
陽
光
発
電
設
備
に
関
し
て
、
固
定
資
産
税
に
お
け
る『
償
却
資
産
』に
該
当
す

る
設
備
は
、
太
陽
光
パ
ネ
ル
・
架
台（
レ
ー
ル
）・
送
電
設
備
・
接
続
箱
・
パ
ワ
ー

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
・
表
示
ユ
ニ
ッ
ト
・
電
力
量
計
な
ど
で
す
。

２
．
固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）の
軽
減
措
置
に
つ
い
て

（
課
税
標
準
の
特
例
に
つ
い
て
）

　
表
２
の
条
件
を
満
た
す
場
合
は
、
３
年
度
分
、
課
税
標
準
額
が
価
格

の
３
分
の
２
に
な
り
ま
す
。

※ 

平
成
28
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
取
得
時
期
が
こ
れ
ま
で
の
平
成
24
年
５
月
29
日

か
ら
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
と
、適
用
期
限
が
延
長
さ
れ
た
平
成
28
年
４
月
１
日

か
ら
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
取
得
し
た
設
備
で
は
、適
用
条
件
が

表
２
の
と
お
り
異
な
り
ま
す
。し
た
が
っ
て
、固
定
価
格
買
取
制
度
の
認
定
を
受
け

て
平
成
28
年
度
以
降
に
取
得
し
た
発
電
設
備
は
、特
例
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。


